2008-09年、火1 社会IIシケプリ

製作者　上様

この名前他のクラスの奴が見たら吹くだろうなｗｗｗｗ
どうも。死んだんじゃないかと思われた社会IIシケタイです。
まず、
問題傾向が激変したら終わる。
ということだけ正直にぶっちゃけさせていただきます。

【試験】

２月３日　9:00～　1102　※900じゃないよ！

てか多分1102だけじゃないです。自分の部屋は確認してください。

【構成】

大きく三つに分かれていて

1 古典的な公共哲学の代表的な思想について説明、比較する問題

プラトンから吉野作造までの思想家達の公共哲学の特色や、違いについて述べる。
ただの暗記ゲー。30点前後

2 現代の公共哲学の新しい考え方について述べる問題
↑と似たように思想家の考え方を述べさせたり、新しい定義について説明させたりはまちまち。

ただの４章。30点前後

3 公共哲学的な考え方を用いて社会のあり方を説明する問題

実際に公共哲学に登場する定義を使わせたり、「個人と社会」（主に６章の内容）についてや、教育、国際政治、経済など、テーマを与えて自由に論述させる（主に５章の内容）パターンなど。テーマは選択できる。30点前後

３つの順番は決まっていません。配点も毎年変わりますが一応全部同じくらい。
1 ②は暗記ゲー。③は過去問１・２回解けば重複するはず。

最悪社会IIの勉強をする余裕のない人は過去問を解いてください。過去問だけは絶対に見てください。過去問だけでも良いです。
こういう字の人はテストに出る可能性があるので覚えましょう。こういう字の人は出る気がしませんが一応載せるだけ載せてます。本の題名とか一切覚える必要ありません。
①②対策としてこういう字の哲学思想をひたすら暗記し、③対策に過去問回答を見てもらうのが一番良いでしょう。公共哲学の全体を流れをつかむためにでもシケプリは読んでください。
第一回講義　１０月０７日「何故今、公共哲学なのか」
（教科書：はじめに（01-16p））
【定義】

公共哲学とは…「個人と社会」の関係について考える。公共性についての哲学（まんますぎるｗ）

滅私奉公…個人を捨て公に身を捧げる、戦前的な公共性

滅公奉私…↑に反発するように生まれた、自身、身内さえよければ良しという考え

活私開公…私一人一人を生かしながら公共性を作る公共性

などの考
え方がある（詳しくは後々に記述）

では、
【定義】

公共性とは…広く社会一般に利害や正義を有する性質
今公共性、公共哲学が問われる理由…
今まで公共性とは

①公開の

②政府の

③人々一般に関わる

争点、問題などの性質だと考えられていた。

例えば正義とは、平和とは何かを考えることも公共性の一つ。戦争をしない消極的平和を求めるのか。最低限の暴力装置は持つ積極的平和なのかについて考える、なども公共性のある問題。
BUT、
①「お上の公」とは違う意味での「公共性」について考えなければいけなくなっている。

1.急速にＮＰＯやＮＧＯなどの新しい公共性の担い手が台頭している。

2.「官から民へ」という標語のもと、公共事業の見直しが叫ばれてるけど、単なる市場原理から「公益」が生まれるのは難しい。

「政府＝公」でもなく、市場に全てを委ねるのでもない、「民（人々）を担い手とする公共」について考える学問として注目されている

他にも、

②「私」の領域が曖昧になり、公共性は従来の「公私二元論」では捕らえきれなくなっている。

経済においての「汚職」「食品問題」など、公共的ルールや公益という意味での公共性

私法においても公共的事柄が語られる（ＤＶ、幼児虐待、いじめ）

環境問題（原発、ＨＩＶ、ＳＡＲＳ）医療現場の患者の対応など。

歴史教科書問題において「近・現代史」が公共性をどうとらえてきたか、など。

公共性が幅広い分野にまたがる重要な争点であると認識されるようになった

③専門分化した個々の学問で公共性について論じることが不可能であるから、「学問横断的な公共哲学」が必要とされている。

政治学、経済学などの社会学は専門科学としてタコツボ化されている。

④「滅私奉公」や「滅公奉私」への批判。

こうした事態を打開すべき個人を生かしつつ公共性を開花させる新しい思考の必要性→「活私開公」が社会で求められるようになり、それが何かを具体的に学ぶ学問が必要だから。

⑤「現実と理念を統合しつつ現下のグローバルな問題群を論じうる」ビジョンへの関心。

公共哲学は単に思想を語るのではなく、政策論的に思想と製作をリンクできるから。

改めて公共性とは何かを考えるために公共哲学が重要となっている。

第二回講義　１０月１４日「現代公共哲学の「人間―社会」観と公共性論：公私二言論を超えて」
（教科書１章（17-47p））
んでは、公共哲学っていうものが必要であるとわかったところで、では具体的に公共性ってのが何か。

日本での「公共」と英米の「公共」についての考えの比較：

日本ではすぐに「公共事業」、政府による道路工事などの工業事業が連想されるが。

public philosophy（公共哲学）は直訳すれば、「公共の哲学」だから。公共的という形容詞がもつ意味内容を哲学的に掘り下げることがメインテーマ。
公共的という形容詞がつくものって例えばどんなものがあるか、

例）公共事業、公共団体、公共料金、公共放送、公共財、公共政策、公共の福祉、公共善、公共心…

非常に多義的。英語でもpublicという言葉は多義的なのと一緒。

大別すれば、①一般の人々にかかわる、②公開の、③政府や国の、　＝公共的。
まだわかりづらいので、実際に。公共性の定義についてどのようなものがあるか：

思想家を何人か紹介。

公共哲学思想I　ハンナ・アーレント『人間の条件』1958年ちくま手芸文庫

公共性…①万人によって見られ、開かれ、可能な限り最も広く公示されている現れ（opennessの重視）

　　　　②私たちすべてに共通する世界
近代になってこういった公共性は失われている…？

→because　金融が発達し、私有財産が増加したから。

人間行為は三種類に分かれる…（政治でやりましたねこれ）

①labor　労働

②work　趣味的領域

③action　活動的コミュニケーション（※ここに公共性がある）

公共性とは天から降ってくるものではなく（日本のお上主義と反対）③を通じて自らが作り上げていくもの。

近代では①②が重視されるあまり、③が失われた…。

公共哲学思想II　Ｊ.ハーバーマス　『公共性の構造転換』1962年　未来社
やはり現代社会において公共性が失われていることを危惧。

ハーバーマスによると、公共性がどのように作られてきたかというと…
１８世紀、私的市民達がカフェなんかの集会所に集まり、一つの勢力として絶対王朝と対決、批判を行った。上から与える公共性でなく、自分達で作り上げて上と戦うための公共性が、市民的公共性。

BUT１９世紀、大衆社会、nationalism化でそれが難しくなり、今では公共性が失われてしまった。

市民的公共性の実現には、討議による会議の形成が必要。

この人は後からもうちょい詳しく出てきます。
まだわかりづらい！と思うので公共哲学が具体的に何を批判のターゲットとしているのかについてもわかりやすく語った思想家の紹介。

公共哲学思想III　ウォルター・リップマン　『世論 public opinion』1922年　岩波文庫

WWIで、ジャーナリスト達が政府圧力にいかに影響されていたかという経験を経て→
メディアによって踊らされる人々の実態を知り、大衆社会における世論のもつ危うさと無責任に警鐘を鳴らした。そして、第二次世界大戦後、そのような危うさを克服するための処方箋として公共哲学を掲げた。
『幻の公衆』1925年　では、

世間にもう公衆がなくなっている。だから、メディアに踊らされないにはどうすればいいか→内部の一部の人達が公衆に向かって発言していくしかない（一種のエリート主義）と主張。
これに反対したのはジョン・デューイ
民主主義とは人々のつながりのある生活様式（lifestyle）である。公共性は政治・司法だけでなく、経済・金融・メディアなど、私生活な面もある。
人間は環境の中で生きているが、環境を作ってもいる。エリート主義でなくとも、人々は公共の場を作ってお互いを教育し、公共性を持つことができる、と主張。
ex)インターネット。ネット内は作られた公共の場だと主張。メディアによる擬似環境ではない。
デューイに批判に対してリップマンは『公共の哲学』The public philosophy　1955年を執筆
メディアが作り上げる全体主義に対抗するためには、公共性が必要である。

Liberalityだけではなく、civility、公共性市民性が必要とする。

彼の公共哲学とは→自由民主主義体制化の公共民の道となるべきもの。

自由民主主義が保障する私有財産権は、けして人に独占的で専制的な所有権を与えるものではなく、人類に、そして共同体としての人民にあるものなのに、人々がそれに気づいていない。言論の自由も、詭弁、宣伝、我田引水、陳情、売り込みなどのためにあるんじゃなく、公共的な意義を持つべきであると考えた。

（ex）イラクの大量破壊兵器の真実究明、など、）

それを人々に気づかせるのが、公共哲学だとした。

また別の方向から公共哲学を定義したのが

公共哲学思想IＶ　ロバート.N.べラー　『心の習慣』1991年　みすず書房
ベラーはニューディール政策がもたらした過度の個人主義化と、それを支えるリベラリズムというイデオロギーや自己利益追求の正当化を核とする社会学を批判した。

過度の個人主義化は、人間の社会的絆や連帯を軽視し、結果として社会や人間が荒廃することになった。そして彼は地域や教会などのコミュニティをベースとした人々の公共精神の蘇生をとなえ、個人主義に対置して「公共の場」としてのコミュニティを主張した。

公共哲学思想V　和辻哲郎　『倫理学』1934年
初めて「公共性」という言葉を使った日本人。（てことだけ覚えておきましょう）
彼の紹介する三種類の公共性…
1 滅私奉公

1930年代に使われた言葉。四字熟語の意味どおり、私心を捨てて公のために尽くすこと。

2 滅公奉私

1980年代～。私生活中心主義。↑の跳ね返りから登場。

公共性なんてどうでもいいと考える人が増え始めた結果。

3 活私開公

私一人一人を活性化しながら、公共性を開いていこうとする考え。

（※ここは授業では触れませんが大問３に役立つと思われるので載せます。）

ようは公共哲学がターゲットとするのは

自己利益の追求にもっぱら焦点を合わせる社会科学

→公共精神ではなく自己利益の追求を目的とするような人間行動が社会科学の主要な研究対象になってから、公共性についての思想が著しく貧困化し、社会全体を捉える視野が失われた。

社会研究においては社会の様々な要因が相関しあっているために分析対象となる変数が単一であることは稀なのだ。だから、専門化された社会科学の枠を超えた「学問横断的」な営みが必要であり、それが公共哲学だとした。

つまりは…公共哲学とは

「社会分析」と同時に社会を構成する人々の「価値意識の考察」が社会研究に不可欠という見解にもとづいて、「事実の分析」にのみ目をむけ「価値」の問題を真剣に論じようとしない社会科学を批判する。

実際に日本においては、どのようなものが批判されているか。

・ゆがんだ公使観→滅私奉公と滅公奉私の批判

・タコツボ的学問状況→ベラーが批判対象にしたこととも日本に当てはまるということ。

では、何を目指す運動なのか。つーと。

①公私二元論の克服→「政府の公／民の公共／私的領域」の相関三元論

②滅私奉公、滅公奉私に対抗する「活私開公」の理念

③タコツボ化を打破する学問の構造改革

④イデオロギーなき時代の「理念と現実」の統合

⑤「自己―他者―公共世界」の理解

1 公私二元論の克服→「政府の公／民の公共／私的領域」の相関三元論

公私二元論は元々滅私奉公というゆがんだイデオロギーを批判するために登場した。「公領域」（政治や司法、国家の税金で賄われる組織）や「私領域」（個人の幸福追求や家庭、経済や宗教など）を区別して一元論や全体主義の危険性を回避するためにあった。だが、公私に言論には明らかに限界がある。例えば、経済や宗教や家庭を私領域に閉じ込めて論じることはできない。

市場経済だって独占禁止法や経済刑法のように公共的ルールの枠内にあるもの、

家庭生活でも、ＤＶや幼児虐待の問題が起こった時は公共的次元に持ち出されて議論される。

公私二元論は社会全体の諸相を認識するうえで、明らかな限界をもっている。
対案として、「政府の公／民の公共／私的領域」の相関三元論、の理解、そして公私二元論に基づく、
2 滅私奉公、滅公奉私に対抗する「活私開公」の理念を打ち出す「個人―社会」観が必要。

政府がパブリックを独占することは困難であるがゆえに、「政府を担い手とする公」と、「民や人々の支える公共」とを区別するべき。

そしてそういった社会認識のほかに、滅私奉公に代わる「個人と社会」観として、「活私開公」（個人を他者関係とのなかで活かしながら民（人々）の公共性を開いていくこと）を用いて、「個人の尊厳」を「他者感覚」を媒介として「公共性」と両立し、補完するものとする。

③タコツボ化を打破する学問の構造改革

「プレ専門化時代」（１９Ｃ半ばまで、社会に関する諸学問は哲学と不可分の関係にあった）から「専門化時代」（経済学、歴史学、社会学、政治学などの諸学問が哲学を忘れて専門化）に変わったしまったことから、これからは諸学問がそれぞれの専門性のメリットを活かしつつも、それぞれの限界を自覚し、相互に応答、影響しあうかたちで社会問題と取り組んでいくようなありかた＝「ポスト専門化時代」が必要。だから「規範的価値理念」を含む学問横断的な公共哲学が求められている。

④イデオロギーなき時代の「理念と現実」の統合

↑みたいに学問レベルの改革だけじゃなく、知的混迷を解決するうえでの、「理念と現実」の統合を求める。社会の状況（「ある」）のリアルな分析と、望ましい（「あるべき」）社会の思想像の追及と、その理想の実現可能性（「できる」）の探索という三つのレベルを、区別しながらも切り離さず統合的に論考するために、「理念と銀実」を統合する学問として公共哲学を帝位させる。実証主義的な現実主義とも、批判主義や観念論的な理想主義とも違う「現実主義的理想主義」によって、「正義（公正）」「人権・徳・責任」「福祉」「平和・和解」「地球的公共善（財）」などについて論考し、不平等問題、平和問題、貧困問題、地球環境問題、科学技術問題、教育問題などについて取り組む。

⑤「自己―他者―公共世界」の理解

自己の理解と他者の理解、そして人間を取り巻く公共世界をどうとらえるかを「自己―他者―公共世界」の理解という。人間は何らかのかたちで他社や世界を理解しながら生きていること、そしてその意味で、自己と他者と世界の理解は不可分に結びついていることを理解し、公共性を、互いに共通性と異質性をもつ人々が言語活動をとおして共有する世界であると理解することが必要とした。
第三回講義　１０月２１日「古典的公共哲学の意識と諸問題：アリストテレスと社会契約論」
（教科書２章（48-66p））

どうみてもただの社会思想史です、本当にありがとうございました。
古典的な公共哲学（当事そういう名で呼ばれていなかったにしても）をただひたすら紹介する。
【I.古代ギリシャ】

哲学思想I　プラトン　『国家』1979年　岩波文庫

正義を「強者の権利」（カリクレス）や「強者の利益」（トラシュマコス）としてとらえる当時のソフィスト（教養を教える教育者達）達を批判し、どこまでも「民衆の幸福のため」に正義の実現を追求した点で、プラトンの政治哲学は公共哲学的だった。更に、事柄の善し悪しを各自の恣意的な主観的判断にゆだね、それをいかにうまく伝えるかだけに関心を寄せるソフィスト達と批判→正義とは人間の理知が欲望をコントロールできていること、為政者、軍人、生産者の三つの社会的身分が上手く調和していることの双方の状態が満たされた状態と規定した。

だがしかしプラトンはそうした政治を遂行できるのは選び抜かれたごく少数のエリートだけで、一般民衆に政治を任すことはできないと考え、事細かに民衆の規範的生き方を規定し、長老会議が民衆を監視してその違反者を厳しく罰するなどの強権的な部分が見え、そこは反公共哲学的だといえる。

哲学思想II　アリストテレス　『二コマコス倫理学』1971年　岩波文庫

アリストテレスの公共哲学は「実践学」という名で展開される。人々の善き生活や政治体制を論考する学問を「実践学」と規定し、それは個別具体的な事柄を「熟慮知」によって考察する学問とした。

そしてポリスの政治の究極目的は「人々の幸福の実現」を担保することにあるとした。その幸福への道は、各自の習慣づけと知的学習をとおして得られる「徳性＝優れた実践能力」であるとした。

しかもアリストテレスはそうした徳性は家庭などの私的領域ではなく、ポリスという公共の場で身につくち考えた。つまり、ポリスという公共領域を欠いては徳性の発達、幸福などありえなかった。
また、政治の規範をなす「正義」についての概念を定式化する。彼によれば正義とは「人間の徳性一般」を指し、狭い意味での正義は市民のポリスへの貢献度に応じた名誉や財貨の分配などに関する「分配的正義」と市民の間の対等な関係が不当に侵害されたとき、それを正す「強制的正義」の二種類があるとした。
さらに正義を補完するものとして「友愛（フィリア）」を挙げている（友愛とは「互いに行為を抱き、相手の善を願い、しかもそれが相手に知られていること」）。この友愛と正義が補完しあって、ポリスは「善き共同体」となることができるとい考えた→正義を実現する政治と他者との理解があってはじめて善き生活を保障できるという考え方は、公共哲学的。
こうした人々の善き生活を保障しうる体制として、一人の王が法に従って市民全体の利益（公共益）を追求する「王政」、少数のエリートが市民全体の利益を追求する「優秀者支配」、民衆政治がすぐれた指導者のもとでうまく機能して市民全体の利益が追求される「国政（ポリテイアー）」を挙げる。

人々の善き生活を保障しえない逸脱体制として、一人の支配者の私利私欲を追及する「僭主（せんしゅ）独裁制」、少数の富裕者たちが私利私欲を追求する「寡頭政」、貧者の利益ばかりが追求される「衆愚民主政」があるとした。彼の六政体論は近代の政治理論にも大きな影響を与えている。

しかしアリストテレスはポリス以外の「オイコス（家）」の構造を固定的なものととらえ、徳性を有して政治参加が認められるのは成人男性に限り、女性や奴隷はポリスの公共生活から除外された→プラトンでさえ女性でもエリートになれると考えたのに比べると考え方は後退している。

だがしかしアリストテレスの公共哲学は後にコミュニタリアン（共同体主義者）やリパブリカン（協和主義者）の知的源泉となる点で重要。

【II. ストア派とキリスト教の公共哲学】

→この二つがテストに出ることはないと思いますが↓の近代の政治的公共哲学が理解しやすいと思ってのせます。

ストア派は、人間含め宇宙の万物が神の摂理としての「自然の理法」によって支配されていると考え、人間がこうして普遍的法理にしたがって生きているかぎり、皆同胞であるというコスモポリタニズム（世界同胞主義）を考え、「自由人と奴隷人」、「ギリシャ人と異邦人」などの考えをなくす画期的なものだった。

これが発展してローマでは自然法思想が生まれ、「公共のものとしての国家」が「法によって結びついた人々の共同体」であると考えた。

キリスト教徒では教会は「土製も自由人も、ギリシャ人もユダヤ人も区別なく平等」であり、そのメッセージを世に伝える使命をもつとされる。

国家と違って協会は罪からの解放という人々の内面の救いにかかわるという点で閉ざされた私的空間ではなく、「万人に開かれた公共空間」として理解されなければならない。
【III. 近代の政治的公共哲学】

近代に入り、社会契約説という新しい考えが生まれる。それは平等な個人が相互に契約を結ぶことによってはじめて政治共同体、公共性が成立すると考える。↑の身分制から打破した思想から始まった。代表的な思想家がホッブス・ロック・ルソー。
哲学思想III　ホッブス　『リヴァイアサン』1992年　岩波文庫
ホッブスには公共哲学的要素と反公共哲学的要素の両方があった。

公共哲学的要素→社会契約説：

公権力が欠けている自然状態では「万人の万人に対する戦い」が生じるという前提から、その悲惨な状態から脱却するためには人々が「相互に契約を結んで強い公権力（リヴァイアサン）をつくる」必要があると訴えた。公権力を人々の相互契約によって創出するという理論は彼独自の公共哲学といえる。

だが、反公共哲学的要素も：

その権力が人々の自己保存権を保障してくれるかぎり、人々は「受動的な臣民」になって、表現の自由などが否定されるとした。これは「民の公共を政府の公権力によって著しく制限する」反公共哲学的論理である。

哲学思想IV　ロック　『市民政府論』1968年　岩波文庫

ロックは、教育の力によって「自立的･理性的に成長した個人」の自由と生命、および自らの労働を投下して得られた財産を不可侵の「自然権＝所有権」とみなした。その所有権が十分に保障されるよう、各自が相互契約を結んで実定法の支配する政治社会の一員となり、さらに適切な統治形態を信託によって選んでいくような市民政府論を唱えた（いわゆる間接民主主義の初登場）。そして、もし政府が市民の所有権を侵害するようなことがあった場合、人々は天に訴えてでも政府に抵抗する権利をロックは認めた。
また、信仰の自由と政教分離を説いたのもロックで、個人の不可侵な「私的所有権」に基礎をおく「近代リベラリズムの公共哲学」を切り開いた。

もっともこれは逆に財産権に絶対的価値をおき、政府からの干渉をできるだけ排除する自由絶対尊重主義にもなっている。

哲学思想V　ルソー　『社会契約論』1954年　岩波文庫

「一般意思」という概念を導入し、「直接民主主義的な公共哲学」を展開した。一般意思＝「つねに公共の利益のみを目指す共同体の意思」のことで、私的な利益を追求する「特殊意思」や、特殊意思の総和に過ぎない「全体意思」とも違いものであると理解する。

法を執行する公権力としての政府は、立法部としての一般意思に完全に従属しなければならず、それが実現できる政治体制のみ、公権力の正当性が担保されるとルソーは考えた。

この考え方はまさに「民の公共」が「政府の公」を動かす直接民主主義的な公共哲学の原像といえる。

またルソーは一般意思が人々の「徳性」によって担われることも重視した。従って、市民が利己的であることを許さなかった。利己的な市民の中では一般意思が育たず、特殊意思や全体意思が存在するだけだから、自己の利益と「公共の利益」の調停を考えるために、一般意思の担い手たる市民は「市民宗教」を必要とするとして、さらにそれを信じない人々を政治共同体から追放できるとまで考えた。→恐怖政治に繋がる危険な共和主義とも受け取れる
（※この三人とアリストテレスとの比較が重要）
近代の政治哲学は「平等な個人が相互に契約を結ぶ」ことによってはじめて政治共同体が成立するという発想をとる。→いわゆるこの社会契約説というやつも、政治的公共哲学といえる。

第四回講義　１０月２８日「続き：アダム・スミス、カント、フィヒテ、ヘーゲルなど」
（教科書２章（67-78p））
【IV. 経済をめぐる公共哲学】
哲学思想VI　スコットランド啓蒙思想→アダム・スミス　『道徳感情論』2003年　岩波文庫

ルソーなどの政治的な公共哲学に対して、経済的公共哲学は人間の自然本性は常に他人よりも自分に関心を抱くという点で利己的であるとする。それはけして悪いことじゃなくて、人々は自らの利己心に従って行動することで幸福になるばかりか、他人をも触発して社会全体を活性化すると考えた。

でもその祭、利己的行動が他人と衝突せず、互いに調和していくためには、第三者の「公平な観察者」の共感によって個々の行動の適切・不適切がチェックされる必要がある。こうした「公共的なチェック」に認められた利己的活動が、公共活動／営利活動として行われるべきで、勤勉・節約・賢慮などの特を生むとスミスは考えた。→活私開公的な経済哲学だと言える。
そうした公共的ルールにもとづく市民の指摘経済活動に政府が介入すべきではないとしつつも、防衛、司法行政、一部の公共事業は、民によって承認された政府が税金を使って行うしかないと考えた。→政府にしか行えない公共の領域。

このように、スミスの経済思考には「私的経済／民の公共／政府の公共」の相互作用がはっきりと見出されている。

【V. カント・フィヒテ・ヘーゲル】

カントの公共哲学（コスモポリタニズム）　⇔　フィヒテの公共哲学（ナショナリズム）
との対比に注目。テストにもほぼ間違いなく出ます。
哲学思想VII　カント　『永遠平和のために』1985年　岩波文庫

カントの公共哲学の特徴：

①各個人における理性の「私的使用」と「公共的使用」を区別して考える。理性の私的使用とは、各自が組織の一員として制限されても致し方ないのに対し、言論などの理性の「公共的使用」は、各自が公共民であるかぎり制限されてはならないものと定義。

（eg）
理性の私的使用→公務員が普通に自分の職務をしている時、例えばそれが回りの職務に影響を与える問題を持っているとすれば、組織の一員としてその公務員の行動を制限することはできる。

理性の公的使用→その人が職場を離れて一市民として組織のあり方を批判することは、制限されてはいけない。

市民による公論（public opinion）が公共性を作り上げるのだという市民的公共性が示されている。→「自己―他者―公共世界」理解がすでに始まっていた。
しかもカントの場合、それが「世界市民」という理念と結びついて考えていた。
②カントは「市民的公共性」が国内法、国際法、世界市民権という三つのレベルで実現されるべきだと提案。でも実際に強大な世界政府によってそうして公共性を実現することは非現実的だし、専制を生み出す装置として危惧していたので、あくまでも主権を国家に残し、「自由な諸国家の連邦制」によって成り立つコスモポリタン（世界同胞）国家によって国際法が遵守されるべきだと主張。

つまり、カントの公共哲学は「世界市民的公共性」という観点において、ロックやルソーの社会契約論を超える「コスモポリタン」的な色彩の強いものとなった。

しかしカントの理想は当時侵略を始めたナポレオンによって印象が色あせてしまい、逆にナポレオンに対抗するためにフィヒテのようなナショナリズム的な公共哲学が主流となった。
哲学思想VIII　フィヒテ　『ドイツ国民に告ぐ』1940年　岩波文庫

フィヒテは、ナポレオンの帝国主義・覇権主義に対抗するため、諸国に分裂しているドイツの「諸民族」は、ひとつの「国民」にまとまらなければいけないと訴えた。そのような国民になるためには教育の力によって高い理性や教養を得る必要があり、そのために言語（ドイツ語）を統一して、国民達を結びつけようとした。
先のカントの唱えた世界市民のビジョンに対して、野蛮な帝国主義に対抗するためにひとまず「抵抗のナショナリズム」の必要性を主張したのだ。
　ちなみに当時はフィヒテの公共哲学の方が主流であった、グローバル化に直面する現代でカントの公共哲学は見直されつつある。
哲学思想IX　ヘーゲル　『法の哲学』2001年　中公クラシックス

· ちなみにヘーゲルまでが、学問の「プレ専門化」の時代に説かれた公共哲学であるといえる。
ヘーゲルの公共哲学の特徴：
1 知の全体像を概念によって把握する営みそのものを、哲学として呈示した。文学部の中に哲学があるのではなく、逆に哲学の中に諸学問が存在し、そうした哲学体系ことが「大学での公共知」を構成すると考えた。そして彼にとって哲学とは「思想において捉えられたその時代」でなければならない。つまり、同時代の社会を概念を用いて適切にとらえられなければならず、社会状況に背を向けた久遠の哲学は哲学の名に値しないとした。
2 制度を人間の「自由な精神の実現態」としてとらえた。そして人々の自由な精神によって支えられる制度を「人倫（制度化された倫理）」と呼び、それを具体的には、抽象的な法（民法、刑法）と各自の自由な内面のモラルを超えたレベルに存在する「家族、市民社会、立憲国家」と規定した。
3 市民社会とは、経済社会や、その経済での弱肉強食に立ち向かう司法、福祉団体、職業団体のことを示すが、その市民社会の矛盾を真に克服する制度は、自由の真の実現態としての立憲国家以外にありえないとした。

こうした立憲国家は、自由を自覚する人々（民）の承認によって正当性を得るが、複雑な社会システムのなかで適切な公共政策が実施できるのは、国家の優秀な「官僚」だとした。このように、「民」がお墨付きを与えた「政府（官）」が国家を動かすという微妙な論理がヘーゲルの公共哲学の中心。

（※カントとフィヒテの思想の違いも重要）

第五回講義　１１月０４日「日本の近現代史の公共哲学的考察：

自由民権運動、福沢諭吉、田中正造、大正デモクラシー」
（教科書２章（79-89p））
【V. 日本の江戸時代から幕末にかけての公共哲学】

重要なのが横井小楠くらいだと思うのであとは割愛。

哲学思想X　横井小楠　『沼山対話』1864年

（ちなみに横井小楠は日本で初めて「公共」っつー言葉を使った人。）

政治の究極的根拠を「他者」との討論をとおして形成される「公論」に求め、そうした公論によって日本が「有道の国」になることを説いた。さらに、有動の国とか無道の国かによって各国とのつきあい方を決めるべきだとして、アメリカは有道の国だから彼らとの開国を容認した。
続いて

（教科書３章（90-104p））
どうみてもただの社会思想史です、本当にありがとうごｚ（ｒｙ

これまじ日本史未履修者のうちがやるべきことじゃなかった。

第三章は学問が専門化してしまった時代の公共哲学を紹介します。

重要な公共哲学として紹介される思想家が、福沢諭吉、田中正造、吉野作造、福田徳三が紹介されるが、まずこういう人達の公共哲学が登場することになった時代がどんな時代であったか：

【VI. 明治維新と自由民権運動】

まず明治維新のスタート。これはそれまで公であった徳川幕府が「私」となり、それに代わって朝廷が「公」になるという出来事だった。また、大政奉還後の国政を公議によって行う「公議政体」論などがとなえられたことから、「政府の公／民の公共／私的領域」の関連が見え始める。また新政府は自らの「公権力の正当性」を「民の公共性」におこうとした。そして板垣退助が民撰議員の設立をきっかけに起こったといわれる自由民権運動で、植木枝盛が人民主権、基本的人権の保護、地方自治の尊重などを主張し、中江兆民が功利主義を批判して「道徳的自由」を内面に打ち立てる必要性なんかを説いたりして、日本でも公共哲学的な考えが広まろうとしていた。

だが、せっかくそうした公共哲学的な思考が生まれたのに、１８８９年の明治憲法と１８９０年の教育勅語は、自由民権の公共哲学と対照的な「天皇と臣民」という構造を作り上げていく。

明治憲法には政治をつくる「民の公共」の論理が欠けていたし、国民が徹底的に天皇の臣民であることを教えたのが教育勅語であった。「天皇＝公」のために命を犠牲にしても厭わないような「臣民への道」を教育勅語は説き、それは１９３０年代に説かれる「滅私奉公」への原像になった。

【V. 近代日本の公共哲学】

んで、こんな時代になってしまった中、近代日本のあるべき姿を説いたのが福沢諭吉であった。

哲学思想XI　福沢諭吉　『学問のすすめ』1978年　岩波文庫

福沢諭吉の公共哲学の特徴：

1 人々は皆平等に生まれるけれども、その後実学をどれだけ修めるかによって人々の差ができること、そして一国の力は政府ではなく人々のそうした学力にかかっていると説いたこと。
2 教育勅語がすすめるような教育では「日本にはただ政府ありて未だ国民あらず」と批判し、「独立自尊」や「一身独立」をうたい、「お上の公」ではなく「民の公共」によって国をつくる（国民が国のあり方を決める）ことを主張した。→「国民主義的な公共哲学」であった。
3 「国民主権」の確立のみならず当事の国際情勢における日本の「国家主権」の確立の要請を目指した。福沢諭吉は「一身独立して一国独立す」という標語で打ち出した。これは①各自が独立しなければ、国も独立もない、という意味と②国が独立しないかぎり各自の独立は不可能だという意味の双方が含まれていた。

福沢は欧米列強にひけをとらないだけの主権国家日本の確立を急務としていたのだ。だが、しかし、この列強の植民地主義や帝国主義に対抗するための国家主権主義は、「日本人という集団的な自己とその外部の他者」という図式を作り上げてしまったことだけが問題とされた。

福沢諭吉は明治政府に大きな影響力を持った公共哲学者であったが、それに対して明治国家に対して地方自治の確立のための独創的な公共哲学をとなえたのは田中正造。
哲学思想XII　田中正造　『田中正造全集』1989年　岩波書店

「公共協力相愛」という理念のもとに、町や村の自治のあり方を根本的に考え直した。正造にとって、町や村こそ近代国家に先立って自治権を行使してきた共同体であったとし、その村の自治を形作るのは「公共協力相愛の生活」であるという考えにいたった。地方町村の自治＝民の公共性の正当性をとなえ、公共協力相愛の生活を目指す公共哲学を主張した。

また人為によらない「天地」「天然」とともに生きることをうたい、この自然観は、官主導で上から一方的に自然を摂取して経済開発を進めようとした政府に対抗する「民のエコロジカルな公共哲学」であった。

【V. 大正デモクラシーの公共哲学】

哲学思想XIII　吉野作造　『吉野作造全集』1995年　岩波書店

まず、「自由の具現化としての立憲政治」の到来を歴史の必然性としてとらえ、民主主義とは、主権者が誰なのかという問題に関係なく「政策決定の民の意向にもとづかせる」ものとした。

吉野は、ルソーの人民主権を非現実的として、政策決定は民の意向に沿った形で有能なプロの政策立案者が行い、それを選挙によって民がチェックするというかたちの民主主義を唱えた。「民の公共」にもとづきながらも、複雑な政策の立案は一般民衆でなく「政府や官」が行うという考えも、ヘーゲル的であったといえる。

出るか微妙だが
哲学思想XIV　福田徳三　『吉野作造全集』1995年　岩波書店

経済や社会政策にフォーカスを当てた公共哲学を展開した。

社会を「人格的なものが自己実現のために非人格的なものに対抗する運動の場」としてとらえ、その運動による要求を「国家」が承認するという「社会―国家」観を打ち出した。その時特に福田が重視したのが「生存権確保のための戦いとその制度的承認」であり、そのための社会問題の解明と克服をめざす学問を「でもグラフィック･サイエンス」と名づけた。

また、社会政策は、「政府」によって上から与えられるものではなく、「民の公共的な要求」を国家に承認させるかたちで成り立つという考えであった。

第六回講義　１１月１１日「続き：昭和前期、戦後民主主義、そして現在」
（教科書３章（105-127p））
【VI. 昭和初期】

昭和初期には昭和恐慌から、満州事変、日中戦争、総動員体制、太平洋戦争へと大日本帝国が突き進んだせいで、公共哲学の理念に反するような思想が展開された。

1 アジア連帯主義が日本帝国主義の論理によって変質したこと。

2 外部への帝国主義思想が、日本内部での「滅私奉公的な国民道徳論」になった。個人主義に基礎をおく欧米と異なり、天皇を中心とする日本の国体は和の精神で成り立った。１８９０年の教育勅語のイデオロギーが今再強化され、個人の権利を抑制し、天皇制国家に尽くすという「職域奉公」と「滅私奉公」のイデオロギーが歌われた

そうして、太平洋戦争から、敗戦へと歴史は流れ…･･･。

戦後新しい日本社会が誕生し、新しい公共哲学が登場した。
【VII 戦後の公共哲学】

哲学思想XV　南原繁　『政治哲学序説』1988年　岩波書店

1 「Nation（国民、民族）」が血縁ではなく、個々人の自由な創造的行為によって創出される「文化的共同体」であることを強調。
2 戦後の新しい日本は、ＧＨＱが一方的に押し付けた憲法を丸呑みするのではなく、一定期間を経た後の国民投票によって施行されるべきだと主張。彼は、「個人の自律的判断」と「文化共同体としての日本国の創造」を不可分とする公共哲学をとなえた。
3 南原はまた、「正義にもとづく平和」を希求しつつも、冷戦化で日本がアメリカから独立して国際社会の一員として活躍するためには、自衛のための最低限の武器もやむをえないという考えを示した。
4 個人の自律、尊厳を主張しながらも、民族の尊厳の両立もはかるべきだとした。
哲学思想XVI　丸山真男　『日本政治思想史研究』1983年　東京大学出版

臣民ではない「自律した個人」がいかに「民主主義的な日本国」をつくっていくかの議論が重要だとした。そのような議論が展開されなかったために日本はウルトラ国家主義が台頭し、戦争を引き起こしたのだと丸山は考えた。また、個人主義を、「原子化」や「私化」に向かうものと、「自立化」と「民主化」に向かうものとに分け、前者の個人主義を批判し、後者の個人主義を支持した。

【VIII その後……】

ドンドン時代は過ぎ、１９７０年代……。

南原や丸山らの公共哲学が、１９７０年代以降大きく衰退する。
が、しかし。

テストに出る気がしないので割愛。

ようは

７０年代。経済大国へ成長するために、「キャッチアップポリシー」がとなえられ、人々の私生活中心の風潮が「滅公奉私」の時代となった。→公共哲学的空洞化を生んだ。

また、日本の社会科学界は、実証主義が勢力を伸ばし、実証経済学とペアをなして「あるべき」経済のかたちを論じる「規範経済学」が軽視された。また経済に限らず、「学界の業界化」が行われた。

８０年代。滅公奉私化が思想領域でも露わになっていた。→思想を一つのファッションとしてしかとらえない人が多かった（流行ってる思想やものめずらしい思想を雑誌で取り上げたりなど、）また学校の現場で集団主義にもとづいた管理教育が行われ、校内暴力やいじめが頻発、「社会的存在者としての個人の尊厳」に根ざすことが、学校の現場ではほとんど教えられなかった。

９０年代。湾岸戦争、旧ユーゴ内戦、コソボ空爆などなどの「不安定なグローバル化」の到来。「国際社会における日本の役割」とかの展望などが見えず、出口なしの閉塞感や、「公共的な事柄」を考えることへのシニシズムが広がってしまっていた。

第七回講義　１１月１８日「公共世界を構成する規範：緒コミュニケーション、正義、人権など」
（教科書４章（128-150p））
公共哲学の中心概念である「公共世界」を構成する基本的な原理や価値理念の説明。

全部で６つ：

1 コミュニケーション
2 正義（公正）
3 基本的人権･徳･責任
4 福祉
5 平和と和解
6 グローバルな公共善（＝財）

1 人と人とのコミュニケーション

公共世界を構成しうる公共的コミュニケーションは、目的別に三つに分類できる。
【1A】討議にもとづく合意形成型コミュニケーション

具体的に自由な市民による合意形成をめざすコミュニケーションのあり方とはどのようなものか、を考えたのがハーバーマス。
公共哲学思想　Ｊ.ハーバーマス　『公共性の構造転換』1962年　未来社
ハーバーマスは、「政府＝公」に対抗する「民の公共」性を再生させるためには、対等な理性的市民が何らかの要求を掲げて討議しあい、その結果、合意に達するような「コミュニケーション的行為」を必要と考えた。それは「客観的真理」「規範的正しさ」「主観的誠実さ」によって人々の言明が裏打ちされる討議である必要があるとした。
【1B】共感的コミュニケーションにもとづく合意形成
人は討議からでなく、共感からも合意を生み出せるという考えから生まれる、アダム・スミスなどスコットランド啓蒙主義者が考えるコミュニケーション。「公平な観察者の共感」などを公共性の基準に据えることで、理性にもとづく討議ではなく、「共感をもとにしたコミュニケーション」でも公共世界が構成されると考えた。

【2】異質な他者を承認しあう対話型コミュニケーション

ルソーが唱えるような一般意思は、市民の平等、統一を掲げるあまり、人々の文化的差異を排除するような均質的な公共世界を理想化してしまうという懸念もあった。それに対して、チャールズ・テイラーは異質な文化を承認しあう公共哲学を提案した。
公共哲学思想　チャールズ・テイラー　『マルチカルチャリズム』1996年　岩波書店
人間が多様な文化のコンテクストで自己実現していく対話的存在者であるかぎり、「異質な他者を承認」するようなコミュニケーションのあり方が、「多文化的公共世界」の創出に不可欠とし、そのような世界のためには討議ではなく「対話」にもとづく諸文化の相互理解が必要。
【3】闘技（アゴーン）型コミュニケーション

逆に、異質な人間同士が互いに異論反論を出し合って意見を戦わせる場としての公共世界も考えられた。実際政治世界としての公共世界をとらえるのなら、闘争型コミュニケーションはもっともリアルな公共世界の構成原理といえる。

ではこうしたコミュニケーションは、どのような価値理念をもってコミュニケーションをとり、社会制度を構成するのだろうか。

2 正義（公正）
多くの学者が正義を「善き社会としての公共世界」の根本規範と考え、「人間のあり方や行為」と「社会制度のあり方」として正義を考えた。
BUTしかし正義とはつまり何か……
（大変めんどくさいですが覚えるしか手をないと思われます）

（例えば今まで登場したのなら…）
プラトンの正義

→魂の理知の部分が、欲望の部分をうまくコントロールできるような為政者の存在と、統治者と軍人と生産者それぞれが本分を守って調和しているような社会制度の両方が実現している状態。

アリストテレスの正義

→広義の正義はポリスで活動する人間の「徳性一般」。狭義の正義は、ポリスへの貢献度に応じた名誉や財貨の配分に関する規範（分配的正義）と、市民の対等な関係が損なわれたときそれを矯正する規範（＝強制的正義）

ロックの正義

→自由、生命、財産からなる「個人の所有権」を保障する制度
スミスの正義

→「社会全体の安全を支える根本規範」

現代議論されている正義論：
公共哲学思想　ジェレミ・ベンサム　『道徳および立法の諸原理序説』1979年　中公バックス
社会構成員の「最大多数の最大幸福」を最高規範ととみなす功利主義の登場。正義は快楽主義的で量的な規範として、政策論に結びつけて論じられた。ベンサムは社会を利己的な個人の総和としてしか考えず、公共世界を構成するのは「個人の効用＝快楽」とみなされていた。
公共哲学思想　J.S.ミル　『功利主義論』1979年　中公バックス
ベンサムに対して、J.S.ミルは正義を「最大多数の最大幸福」とみなしつつ、個人の権利や徳も強調し、そこに利他心の原理を持ち込もうとした。

こうした二人の正義論を批判するように、ジョン・ロールズの新しい正義論が登場する。
公共哲学思想　ジョン・ロールズ　『正義論』1979年　紀伊国屋書店
「善く秩序づけられた社会＝公共世界」創出のために、人々が最終的に合意しあう正義を：

1.「各個人が最大限に平等な自由（政治的自由、言論の自由、良心と思想の自由、心理的圧迫と肉体的暴行や殺傷からの自由、恣意的逮捕や押収からの自由など）をもつことの保障」する原理→「平等な自由」の原理
2.「社会的・経済的格差（不平等）は、それが認められるにせよ、最も不遇な人々の利益を最大限にするよう、また機会均等の原則のもと、すべての人々に開かれた職務や地位に付属するよう、配備しなおされること」→機械的平等の原理と格差是正の原理。
とした。
ロールズは自由を犠牲にする社会主義や共産主義に対する同時に、平等を犠牲にする自由放任主義（ベンサムの功利主義のような、最低限の社会保障を考えようとしない考え）にも抗するような公共哲学を呈示しようと試みた。

公共哲学思想　マイケル・ウォルツァー　『正義の諸領域』1999年　而立書房
ロールズと明確に異なる対抗ビジョンをたて、コミュニタリアニズム（共同体主義）（個人の権利や自由でなく、むしろコミュニティの共通善や個人の徳や責任に重きをおいた公共哲学）を唱えた。
彼は正義を「各地域共同体の構成員がその意義を共有する社会的財＝善（social goods）の分配」でとらえた。地方分権化により地域ごとに多様な社会的財＝善が公正に分配されるのが正義だとした。
ようは正義の定義ってたくさんあるね！（笑）

3 基本的人権･徳･責任

公共世界の構成原理としての基本的人権とは→

1 ロック的個人主義をベースとした個人の「自由、私有財産、幸福追求」の不可侵の人権。
2 政治的公共世界の構成主体としての平等な国民を普遍化した参政権（19C後半から）
3 社会的な困窮者の生存権が十分には保障されないことへの対策のための社会権
この両者の橋渡しをするために「公共の福祉」の概念が登場し、公共の福祉のための「私有財産権の制限」も必要とした。活私開公の原理は、こうした個人の「自由権」と「社会権」と「公共の福祉」の三つの尊重を前提にしなければいけない。

だが、権利中心的な考え方だけでは、活私開公を理想とする公共世界を構成することはできない。個人の自由権や社会権に「市民的徳性」という要素が加わってこそ、活私開公は現実化できる。

活私開公を実現する市民的徳性の特徴→

1.「自己の権利」と「公共の福祉」とのバランス感覚を養うもの

アダム・スミスの考える「公平な観察者」にわが身を置いて自らの自由な活動の「道徳的適宜性」をチェックする徳性

2.人々への「信頼」

人々の信頼のネットワークが親分子分の恩顧関係にでなく、市民的徳性に立脚し、その基盤が強固であるほど、地方自治はうまく機能するとした。

3.人々の信頼関係を構築するために、他者への「ケア」という意味を持つ
アリストテレスのいう「フィリア（友愛）」やキリスト教の「カリタス（隣人愛）」といった価値理念は、正義とは異なる徳として、他者のプライバシーを尊重しつつも、他者を思いやる市民的徳性として考慮される。
こうした市民的徳性が公共世界の基盤を作るとした。
活私開公の基本原理となるもう一つの要素が「責任＝応答（responsibility）」→

公共世界は無責任な言行によってはけして構成することができない。コミュニケーションをするにしても、それは自分が誰であり、相手が誰であるかがわかったうえでなされるのであって、「闘技に参加する当事者同志の責任意識」がないかぎり、コミュニケーションにもとづく公共世界も成り立ちえないということ。

第八回講義　１２月０２日「【続き】公共世界を構成する規範：福祉、平和、地球的公共財＝善（global public goods）など」
（教科書４章（151-166p））
4 福祉

「活私開公の公共世界」にもとづく人々の福祉は、どのように実現されていくべきなのか。

今までは、例えばイギリスでは「ゆりかごから墓場まで」とうたわれ、ベヴァリッヂ報告に基づき、全国民が保険に加入する国民保険制度があった。しかし80年代の経済低迷に対してサッチャーが福祉費用の削減をはかったことから、医療。教育の現場での格差が深刻となった。

そこから、今までの中央政府的なものだけでなく、新しい担い手としてＮＰＯやＮＧＯの存在が必要とされた。

公共哲学思想　アンソニー・ギデンズ　『第三の道』1999年　未来社
ベバレッジ報告に見られるような「窮乏、疾病、ホームレス、失業などの排除」といったネガティブな福祉観ではなく、「自律、健康、教育、よき暮らし、進取の創造」といったポジティブな福祉観にもとづく社会政策を提唱し、そのようにして建設される国家を社会投資国家と呼んだ。
ちなみにそのようなポジティブな福祉を実現するのは、「民の公共」の担い手たるＮＰＯと政府がパートナーとなるようにするべきであり、これは「民の公共と政府の公の協働による福祉的公共世界の創出」の論理といえる。
例えばブレア政権が失業者のニーズにあったような職業訓練を行うことで企業の活性化と雇用の解消を同時に目指した第三の道も新しいpositive welfareだろう。
公共哲学思想　アマルティア・セン　『不平等の再検討―潜在能力と自由』1999年　日本経済新聞社
人間の福祉が、所得や効用の増大によってもたらされるとは考えなかった。たとえ、所得や効用が増大しても、人間の自己実現としての自由が増大しなければ、福祉は増大しないと考えた。
センは、福祉を(well-being)という観点で再定義し、well-beingとは人それぞれがもつ「潜在能力(capabilities)が十分に発揮されている生活状態」を意味する。潜在能力は、各自が自分で価値あると考える生活を選ぶ「自由」をも意味するがゆえに、社会政策は人々の自己実現と自由を尊重するようなかたちで遂行されなければならないというセンと主張も、自己実現の機会を創出するという意味で、ポジティブな福祉論であるといえる。

5 平和と和解

国際的な公共世界の実現には平和が不可欠。では、その公共世界での平和とはどんなものか→

ホッブスが考えるように、平和を「戦争のない状態」と考え、その実現のために民の相互契約によって成立する「国家＝リバイアサン」を要請しては、人々の自由の制限が避けられない。
対して、
公共哲学思想　スピノザ　『国家論』1976年　岩波文庫
平和を単に「戦争のない状態」とみなすことに反対し、平和を「精神の力から生じる徳」と定義し、民の努力の精神力に基づく協働と政府体制があってこそ平和は実現するとした。「公権力によって強いられた平和」が真の平和と呼べないのと同じように、「平和ボケ」状態も真の平和とは言えないとした。

哲学思想VII　カント　『永遠平和のために』1985年　岩波文庫

カントの理想は「永遠平和」であったから、そのためには、国と国との平和条約だけでは不十分で、国内法、国際法、世界市民体制の「三つのレベルでの公共世界の創出」が不可欠とした。
そして平和創出の前提には、和解が必要ともした。戦争や植民地支配など歴史の負の遺産を克服し、トランスナショナルな公共世界を新たに創出するためには、和解が不可欠とし、過去の歴史を何事もなかったかのようにすませるのは、トランスナショナルな公共世界の創出を不可能にするとした。

例えば、黒人差別への和解、アイヌの人々への和解や沖縄文化に対する同化政策への反省や和解などが、「多分か的公共世界」の創出に不可欠とした。

6 グローバルな公共善（＝財）

経済学での公共財は「共同で消費でき、しかもその消費により便益を受ける人から対価を徴収することが、技術的あるいは他の理由によって不可能な財」のこと。（eg一般道路や公園や灯台の光、警察、国防など。）

しかも地球的公共善はそれだけではない。

国連開発計画（ＵＮＤＰ）が近年発表した定義：

「ひとつの国家以上に受益さえ、すべての国家、すべての人々、すでての世代に便益を与えるという方向がはっきりしているもの」

２１世紀の公共哲学は、さらに地球的公共世界の屋台骨となる「グローバルな公共善＝財」をつねに意識しなければならない。

具体的にグローバル・パブリック・グッズとして何が考えられているのか。

「地球規模での自然共有財(natural global commons)」オゾン層や大気・気象など

「地球規模での人為的共有財（human-made global commons）」普遍的人権など世界共通の規範・原則や科学知識やインターネットなど

「地球規模での政策の所産（global policy outcomes）」平和・健康・金融安定など

また、これらと対照的に、オゾン層の減少と放射線の増加や地球温暖化のリスク、人権侵害と不正・不平等、情報をめぐる格差と排除、戦争・紛争、疾病や金融危機などの「グローバル・バッズ（地球的公共悪）」がある。

４章終わったあぁ！＼(^O^)／ 

第八回講義　１２月０９日「公共哲学が論考する社会の緒領域：政治、経済、メディアなど」
（教科書５章（167-190p））
政治、経済、メディアなどの領域で、公共世界の構成原理、価値理念がどのようにかかわるのかについて。毎年おなじみの問題が作られるので２・３個覚えておけばOK。多分政治、経済、教育あたりがやりやすいですがご自由に得意なものを。
【政治と公共哲学】
現在→パワーポリティクスによる公共性の喪失が問題。代表例がマックス・ウェーバー。
哲学思想VII　マックス・ウェーバー　『支配の社会学』1960年　創文社
　国家を倫理的組織や共同体と考えず、政治の根本要素を「ある社会関係の内部で、相手の抵抗を排してまで自己を貫徹する全ての可能性」という意味での「権力」と、「命令に対し服従が得られる可能性」の意味の「支配」の二つに限定する考え方。

敵、味方関係に還元されやすい政治論が成立し、利害レベルでしか「自己―他者―世界」関係を成立できなくなり、利害を越えたコミュニケーションや価値理念によって構成される公共世界が論じられなくなる。
対して、アーレント・ロールズ・コミュニタリアン・ハーバーマスらはそれぞれ、このパワーポリティックスに対抗するビジョンを打ち出した。

Ex)アーレント

政治の根本をなすのは、労働や仕事区別された人たちの「活動」とした。
「政治権力の正当性」は民の公共にもとづき、権力の行使が民により制御されていかなければいけない。支配を正当化する法律だって、一方的に「政府」から提示されるものではなく、たえずそれを制御する「民の公共」によって担保されるものでなければいけないとした。
また、公共政策の担い手の問題も取り上げられた。公共政策はもっぱらお上が行うものという考えが根強いうえ、彼らは一方的な担い手として活動が推進されていた。だが、このように「政府」と「民の公共」を区別しない公共哲学は政策されるべき。
代わりに→

公共哲学は公共政策に「政府の公」と「民の公共」を区別する必要があった。「住民参加型の地方自治」により情報公開や、個人の責任。人間的徳性がより問われることになるだろう。またそうでないにしても、政府の実施する公共政策に、「民の公共性」によって正当性を与えることも重要とされた。
また最近は、NGOが新しい公共性の担い手となった。NGOは「国境を越えた（トランスナショナル）」な民の公共を代弁する役割を担っている。政府や国連などがNGOから種々のアドバイスや協力を得ることで自らのあり方を補完していけば、国際レベルでも民のあり方を補完することができるとした。

【経済と公共哲学】

現在→新古典派経済学による公共世界の喪失

現在主流の経済学として存在するのが新古典派経済学の「パレート最適」という理念。パレート最適を実現するために市場はなるべく自由にされ、その理想を実現できない場合のみ、政府は補完するべきだとした。だが、このような公共世界には、経済＝私と政府＝公しかいなかった。

そうではなく、

私的な活動のような市場経済とて、制度や法律という「公共的ルール枠内」ではじめて社会的に正当化されることを忘れてはいけない。偽装、汚職などの嘘をつかないこと、税金を納付して金銭的に社会に貢献すること、最近では人権問題や環境問題などへの意識など、企業には利益追求以外にも社会貢献としての様々な役割があり、CSR（企業の社会的責任）があるのだ。「公共的ルールにはめ込まれた市場経済」というリアリティを主流派経済学の教科書が軽視することを問題視する必要があった。

さらにいえば、経済は単にルールではなく、企業と消費者の「信頼関係」こそが、経済社会と公共世界との接点であるといえる。企業の利害関係者=Stockholdeが誰か考えた時、それは本当に資本主義的な考えに則って株主達なのだろうか。むしろそれは従業員や顧客、地域住民などであるといえる。Stockholderを意識した時、企業利益の追求には、製品への安全性や、製品の流通、企業との信頼が前提として必要であり、消費者から最も信頼される企業が最も収益をあげるという意味で「私益の追求は、信頼関係と公益によって規定される」とわかる。

消費者によって信頼されない企業や公共益を軽視する企業こそが淘汰されていくべきであり、こうした観点から、企業倫理についても考える必要があるだろう。

また、「公共財」を「消費者の排除性や競合性を持たない財」という意味だけで用いらず、「公共善=財」=「民にとって公共的に善きもの」という意味で用いるべきだった。

【メディアと公共哲学】
現在→自律的な判断を持たない大衆（mass）がメディアの情報によって与えられるイメージをもとに行動する、危険さあること。
※一番最初の方にリップマンが言っていた議論。

メディア操作に陥らないために、エリート教育よりもエリート主導のメディア教育を進めるべきだとした。

第九回講義　１２月１６日「同：科学技術、教育、宗教、文明間対話など」
（教科書５章（191-206p））
【科学技術・環境と公共哲学】
現在→科学技術への正統性：科学と技術の進歩がおのずと社会の進歩をもたらすわけではない。
二つの世界大戦と広島、長崎への原爆など、科学技術の進展が人類の第三次を招いているし、環境問題はグローバルな公共性問題となっている。

こうした科学技術が政府によって悪用されることの批判や監視のために、地球的レベルでの公共的運動やネットワークが強化されるべき。→民の公共的判断力によってチェックされるべきということ。

こうしたチェック要因を担うための存在としてNGOの役割はますます大きくなる。
また、地球温暖化問題、オゾン層の破壊、森林の乱伐による洪水や多くの生物種の絶滅、酸性雨などを、「人類の公共益」という観点から見たとき、難しい問題となる。森林伐採を禁じた場合、それで生計をたてていた貧しい人々の生活をどうするか、などの、公共の福祉との繋がるをどう実現していくかが難しいのだ。
他にも、科学技術に関する社会的意思決定への市民参加が今後重要視されてくるだろう（例：遺伝子組み換え、遺伝子治療、インターネットなどについての会議）。同じ市民である専門家と素人との「公共的コミュニケーション」が遂行されていかなければいけない。
【教育と公共哲学】
現在→戦後滅私奉公、滅公奉私教育の反省。
日本の教育は、教育勅語の滅私奉公的な教育の後、「個人の価値と責任」をうたう教育基本法に変わった。だがしかし、実際ににはソ連のマカレンコの「集団主義教育」論が影響力を持ち、個人の価値と先人は重視されなかった。管理教育強化やいじめ、学級崩壊の問題が相次いだ。
本来、活私開公を掲げる公共哲学は、教育基本法の改正案として、「個人の尊厳」と「公共性」を対立的にではなく、相互補完的にとらえる教育観を呈示するべきだった、

活私開公の教育哲学→

個人が「異質な他者とのコミュニケーション」のなかで活かされ、そのことによって公共性が開花されるような教育理念を掲げる。個人の尊厳は「自己」の尊厳のみならず「他者」
の尊厳を必然的に意味すること、そしてそのような人間観が「公共性の母胎」となることが、幼い頃から教育の現場で伝えられ、学習されなければならない。
子供にとって学校が最初の公共世界だから、急行く現場の中で生徒と先生の関係を築き、それを文科省がチェックする「民の公共性」もまた、ここでも重要である。（ｗｗｗ）

【宗教と公共哲学】
宗教は人々の生きる希望のメッセージでもあり、また戦争や異端審問などのような歴史的汚点も生んできた。そんな宗教は単純に「私」の領域におさめることが、公共哲学には難しい。
大前提として、個人の「信仰の自由」は尊重しなければならなず、信仰の自由はいかなる公権力でも介入できない個人の基本的人権である。→政教分離。
だがしかし、宗教を単なる私的領域をみなすこともできなかった。宗教的結社は単なる私的空間ではなく人々の集まり、組織であったし、その社会的な活動も、国家や政府とは異なる社会性を持っていた。宗教同士は、各宗教の呈示する平和や福祉や正義や徳などの「普遍的価値理念」を媒介としつつ、権力関係、地位、身分から自由になって、平和や環境に向けて同じGlobal Public Goodsを追っているということを忘れないような、宗教間対話が、今後の宗教的公共哲学には求められている。
第十回講義　０１月１３日「グローカル公共哲学の構想：グローバリズム、ローカリズムを超え」
（教科書６章（207-222p））
現代社会において、山脇教授事態がどのような公共哲学が必要だと感じているか→

グローカルな公共哲学

【主張】
現代の公共哲学は「個人と社会」とグローバル化について考え、国家を越えたGlobal Issuesについてどう立ち向かうかを考えるべき。
WHY?→現代の公共哲学の特徴：
現代のグローバル化は冷戦後からの影響が大きい。ソビエトが崩壊がし、世界が平和になるかと思いきや、旧コソボ空爆や内乱、9.11にイラク、アフガン戦争などの戦争が続き、不安定なグローバル化が続いている。これは今までの公共哲学が ①「ナショナルな公共哲学」であったことが原因だ。自国の外部の他者を敵と想定するような「閉ざされたナショナリズム」が戦争に繋がったり、滅私奉公な教育勅語を生んだりしている。

それに今のグローバル化は②新自由主義のアングロアメリカン・スタンダードの支配を意味することが多い。地球上の「諸地域の文化的・歴史的多様性」に関心が低い。このアメリカに対して当然反感を覚え、反グローバル化の動きが存在したり、人権擁護や世界平和・救済を目指す代替的グローバル化が生まれ始めた。ようは、人々は現在のグローバル化に対して新しいグローバルジャスティスを求めているのである。
例えば、カントの『永遠平和のために』1985年　岩波文庫の、国際法、国内法、世界市民権による市民的公共性が実現されるべきだとして、国連やＥＵがアメリカの対抗勢力として生まれ、カントのグローバルジャスティスの理想が再現された、

山脇教授は…
【主張】

現在のグローバルジャズティスに重要なのは、例えば：環境問題などで、環境に優しい産業を伸ばして雇用と救おうという考えに賛成であるが、貧困者がそこまで環境へ配慮ができる場合でない時など、一律にグローバルジャスティスを決めることができないということ。
だから、各自が地域、現場に根ざしながら、地球規模のことがらについて考えるグローカル（Local（地域の、現場の、）でありGlobal（地球規模）である）な公共哲学が必要だとした。考え方は、一つの普遍的価値に向かう限り多様性を持っても良いとした。

彼のグローカルな公共哲学の３つの特徴：

1 「地域性」と「現場性」

2 応答的、多次元的「自己―他者―公共世界」の理解

①「地域性」と「現場性」
→いや、まんまなんですが（笑）地域は均質ではなく、「文化的、歴史的多様性」を帯びているということ。言語、風土、伝統、慣習、制度などの多様性を踏まえた「自己―他者―公共世界」の理解が必要だとした。
②「自己―他者―公共世界」の理解とは：

この３つは相互作用にあるという社会理論。自分を理解することと、他人を理解すること、世界を理解することは切り離せないという考え。

応答的「自己―他者―公共世界」の理解とは：

人間は生まれながらにして、時代や育つ環境、民族ないし国家の社会環境を選択することはできない意味で不自由である。だけど、自己とは異なる他者の文化的環境も、何らかのコミュニケーションをとおして理解することもできるし、他者の歴史を想像力によって理解することもできる。このように所与としての自然、文化、歴史によって規定されながらも、それらを他者との関係において変革していくような「自己―他者―公共世界」の理解。
多次元的「自己―他者―公共世界」の理解とは：

地球市民的自己

国民的自己

地域市民的自己

組織の一部としての自己　…など
自己の多次元性を認識、了解すると共に他者の多次元性も認識、了解し、公共世界も地球全体、国、地上自治体、学校、等等というように多次元的にとらえていく世界観。

→地球全体を均質化してしまうような文化的帝国主義も、いかなる文化も討議なしに認める文化相対主義もふさわしくなく、応答的、多次元的理解が必要なのである。その解決のためには、コミュニケーションによって正義、公正の問題が議論される必要がある。
第十一回講義　０１月２０日「課題：「現状分析＝ある論、規範論＝べき論、政策論＝できる論」の統合」
（教科書６章（223-226p））
山脇教授の公共哲学の続き……
さらに、

グローカルな公共哲学にあたって、それがが単なる哲学・文学でないとして、社会に影響を与える公共哲学のために、重要なのは…。

『ある論』…現状分析　どういった現実。問題があるのか。

『べき論』…規範論　倫理・正義

『できる論』…政策論　具体的にどんな政策ができるか。

のタコツボ的にバラバラな社会科学の学問的統合が必要とした。

単なる理想主義は観念論にすぎず、単なる現実主義は随意主義やシニシズムにすぎない。

理想と現実は何らかの形でミックスされる必要があった。

→理想的現実主義や現実的理想主義と呼ぶ。

……まぁ実際難しいですけどねうん……（笑）そこを諦めないのも公共哲学（笑）

こうした「ある・べき・できる論」が可能となったとき、その考え方が現場の人たちとリンクされることで初めてグローカルな公共哲学が可能とした。学者のための社会科学ではなく、公共哲学としての社会科学として、一般市民に研究成果をフィードバックさせるのが重要とした。

第十二回講義　０１月２７日「まとめ」

まだやってません。Wait for next Tuesday !!! !!!
